
 第５回 夢のような辻原づくり協議会 議事要旨 

 

日  時 令和８年１月１８日（日）18：00～19:15 

場  所 辻原 1クラブ 

参 加 者 
13 区：協議会委員 21 名 

市：市民部長以下職員５名、傍聴 1名 

議   題 

【協議事項】 

１ 要望書（案）について 

２ その他 

決定事項 

 

議題１ 要望書の作成について 

●要望書（案）について下記のとおり一部修正・追加がありましたが、内容について

は承認された。 

※要望書（案）内容については、下記６項目の要望事項で協議を進めています。 

 ➢生活への思い要望（生活必要施設・人口減少対策・交通機関整備・高齢者支援） 

 ➢インフラ整備要望（道路・橋梁・河川整備、交通安全対策） 

 ➢防災対策要望（平時・災害時対応、地域防犯、治安の向上） 

 ➢コミュニテイ要望（町内の活性化・歴史伝統行事の継承） 

 ➢観光・商工業促進要望（観光・商工業の促進、健康づくり） 

 ➢農林業対策要望（農林業の促進、農地の維持管理） 

・資料１～資料４については修正なし。 

・資料５―１及び資料５－２（前回依頼のあったマップ化した資料：別添参照） 

変更内容：辻原川河川改修の図示修正、新設道路に上下水道管埋設を明記。 

・資料６（要望事項概要：別添参照） 

上記の要望書（案）６項目の要望分野を要望事項５項目にまとめ協議した。 

  要望事項１ 

・⓯火葬場の温熱を利用した温水施設は現実不可能とし、アスレチック施設は、 

❾❿の施設と併せた表現内容で要望書を作成する。 

  要望事項３ 

   ・❽辻原川護岸整備を「川幅を拡大するなど浸水エリアから除外する」に変更 

   ・恵那峡ロード（宇呂星橋～二軒屋交差点）間の交通安全対策  

（凍結防止と排水対策、道路改良含む） 

※要望書内容について、地域と市が相異ないよう同じ認識であることが必要。 

 

○参考：今後の進め方の予定 

1 月役員会で第一次素案作成 ⇒ 第 5回協議会(1/18)で素案を検討 ⇒  

2 月役員会で第二次素案作成 ⇒ 第 6 回協議会(2/15)で検討・要望書の仕上げ 

⇒ 2 月末全世帯へ要望書配布 ⇒ 3 月初め市へ要望書提出 ⇒ 3 月の 13 区

総会で市の回答を報告 

主な意見等 

●要望書（案）作成についての主な意見 

・要望書は市が作成したものではなく協議会が作成したものである。 

・リニア関連の計画と整合性がとれた要望書とし、リニアの計画結果によって、火葬

場の問題が切り離されてしまうことを懸念する。 

・辻原川護岸整備は「川幅を拡大し浸水エリアから除外する」という表現がよい。 

・資料５-１（短期）、資料５-２（長期））の短期、長期は何年か？ 

 ⇒短期は３～５年、長期は１０年以上。 

・要望内容は予算的な事もあるから、あらかじめ市に確認してから進めるべき。 

裏面あり 



・辻原橋架替は 30年以上前からの要望。今回の要望から除外してほしい。 

（様々な意見があったが、議論の結果、継続要望とし残す） 

・新設道路には必ず上下水道を埋設してもらうこと。 

・新規に水道管埋設の場合は、最低でも７５ミリの管を埋設のこと。 

・火葬場温熱利用の温水施設は現実的ではない。他項目と照合して表現を変える。 

・恵那峡ロード（宇呂星橋～二軒屋交差点）間の冬季における融雪剤散布をもっと 

多めに撒いてほしい。また落葉と排水対策の対応をしっかりしてほしい。道路勾配

など現況危険。安全通行できるよう道路改良をお願いしたい。 

・市が要望書の内容の判断ができ、しっかりと回答できるよう対応願いたい。 

 

議題２ その他 

○市からの回答に対する最終判断 

・市へ要望書を提出し、市からの回答を確認。その後、辻原地区がどのように最終ジ

ャッジをしていくか。ジャッジ方法は今後、協議会で決めていきたい。 

○反対の会からの意見 

・市議会より賛成・反対の意見を聞く場も取り入れて検討を重ねるよう意見があった。

今後、協議会で反対派の意見を聞く場について議題にあげてほしい。 

・東 18区（既存施設地域）の代表の方からは、過去の要望が実行されていないから断

ったとの意見。 

 

次回開催日 令和８年２月１５日（日） 18 時 辻原 1クラブ 

    

  ＊「要望書は協議会で作成中のため、完成後、区民の皆様に要望書の内容とその資料を配布します。」 

   そのため、今回の会議資料は市ホームページに掲載しませんのでご了承ください。 


